
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のご案内

■
対
象
児
童

　

支
給
対
象
者
の
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手

当
・
特
例
給
付
の
対
象
と
な
る
児
童
。

　

た
だ
し
、
次
の
児
童
は
対
象
外
で
す
。

・  

右
ペ
ー
ジ
の
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
の
対
象

と
な
る
児
童

・  

生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
に
あ
た
る
児
童

・  

平
成
26
年
1
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童

は
対
象
外
で
す
。

○
注
意
点

・  

右
記
の
児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
対
象
児
童

で
あ
れ
ば
、
平
成
26
年
3
月
に
中
学
校
を
卒

業
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
対
象
児
童

に
含
み
ま
す
。

・  

平
成
26
年
１
月
１
日
以
後
に
亡
く
な
ら
れ
た

児
童
は
対
象
外
で
す
。

■
支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
０
，
０
０
０
円

■
ご
注
意

・  

申
請
期
間
な
ど
は
、
各
市
区
町
村
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。
下
野
市
以
外
が
申
請
先
と
な
る

方
は
、
事
前
に
そ
の
市
区
町
村
に
問
い
合
わ

せ
る
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
確
認
す
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・  「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
場
合
は
、
右
ペ
ー
ジ
の
申
請
が

必
要
で
す
。

子育て世帯臨時特例給付金 臨時福祉給付金

児童手当受給者が平成26年 1
月 1日時点で「下野市」に住
んでいた（住民基本台帳に記録
されていた）

平成26年1月1日時点で「下
野市」に住んでいた（住民基本
台帳に記録されていた）

（ご自身は）平成26年 1月分
の児童手当の受給者であり、か
つ、平成25年中の所得が、「児
童手当の所得制限限度額（4
ページ参照）」に満たない

平成26年1月1日時点で「生
活保護」を受けていなかった

（ご自身は）平成 26年度分の
住民税（均等割）が課税されて
いない

（ご自身はどなたかに）扶養さ
れている

「臨時福祉給付金」の支給対象です
※１人につき１万円を給付します

「子育て世帯臨時特例給付金」
の支給対象です

※１人につき１万円を給付します

（ご自身を）扶養
している人は、平
成26年度分の住
民税 ( 均等割 ) が
課税されていない

平成 26 年 1 月分の児童手当
の対象となる児童が、臨時福祉
給付金の対象者でない

平成 26 年 1 月分の児童手当
の対象となる児童が、1 月 1
日時点で生活保護を受給してい
ない

1月 1日時点で住民
登録のあった市町村
にお尋ねください

給
付
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

給
付
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

※ 

た
だ
し
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

場
合
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

の
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

1 月 1 日時点で住民
登録のあった市町村
にお尋ねください

対象者診断チャート

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

■公務員の方へ
　公務員の方の申請は、平成26年7月15日㈫から受付を開始します。
　勤務先から交付された、児童手当（特例給付）受給状況証明書及び申請
書を郵送（こども福祉課宛）または下記窓口にてお手続きください。
■公務員の方の受付窓口
　こども福祉課（石橋庁舎１階）・市民課国分寺窓口（国分寺庁舎１階）・
市民課南河内窓口（南河内図書館２階）
■公務員の方の郵送先
　〒 329-0594　下野市石橋 552 番地 4　下野市役所　こども福祉課

公務員の方には
市役所から

通知が行きませんので、
お忘れないよう

お手続きください。

Shimotsuke

広報しもつけ　2014.7
5


